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労災保険業務の改革案について



労災保険業務の改革案について

改革効果
１．ヒト（組織のスリム化）

▲62 人

≪削減数≫

改革効果
労災保険の短期給付等の支払事務の本省集約化による見直し

地方 支払事務を削減 ▲ 人

＜平成21年度＞
2,526人

＜平成23年度～＞
2,389人

＜平成22年度＞
2,451人

労災保険の相談業務の集約化（コールセンター設置）による見直し(相談員の合理化）

成 年度 ＜平成23年度 ＞成 年度

地方の支払事務を削減 ▲ 67人
(本省の支払事務の増 5人)

地方の相談事務を削減 ▲ 117人

＜平成21年度＞
478人

＜平成23年度～＞
361人

＜平成22年度＞
478人

※ 現在、一部外部委託をしている労災診療費審査業務については、国への集約化を行うことによ
全体 合 を

▲117 人

余剰資産はない。

≪売却見込額≫

－

２．モノ（余剰資産などの売却）

り、全体として合理化を図る。

余剰資産 な 。

≪削減額≫

３．カネ（財政支出の削減）

労災保険の短期給付等の支払事務の本省集約化に伴う人件費の削減

＜平成21年度＞ 成 度 ＜平成 年度 ＞
概算要求時までに検討

▲ 約11億円

＜平成21年度＞
208.3億円

＜平成22年度＞
208.2億円

＜平成23年度～＞
▲約5億円

相談業務の集約化に伴う人件費の削減
＜平成21年度＞

億円
＜平成22年度＞

億

＜平成23年度～＞
▲約1 2億円

＜平成21年度＞
33.5億円

＜平成22年度＞
32.5億円

＜平成23年度～＞
▲約5億円

労災診療費審査業務の国への集約化に伴うコストの削減

8.4億円 8.5億円 ▲約1～2億円



労災保険の窓口業務等の改善、職員の意識・行動の変革
＜背景＞

４．事務・事業の改革

労災保険の窓口業務等の改善を平成21年度後半から実施。今後、さらにその取組内容の充実を図り、国
民の納得性の向上を実現。

＜背景＞

入口 途中 出口

相談・申請 処理 不支給決定

①相談に来られた方に対する丁寧
で分かりやすい説明を行うこと。
（21年度満足度 : 97.8%）

②申請を受け付けた後も処理状況を連
絡すること。
（21年度満足度 : 81.4%）

③脳・心臓疾患、精神障害等事案に
ついて、不支給決定を行った場合に
不支給決定のポイント（理由）につ●丁寧な説明による漏れのない請求の実現 ●審査状況の説明による請求人の不安の解消 （ ）
いて分かりやすい説明を行うこと。
（２２年度から実施）

ビ 改善 向 た今後 組

●丁寧な説明による漏れのない請求の実現
●パンフレット等の充実、相談できる時間

等の確保

●請求人の主張を踏まえた調査の実施による
納得性の向上

●審査期間の短縮による被災労働者の救済の
迅速化

① 【利用者の声の反映】説明等に使用するパンフレット等の資料の品質基準の確立、利用者

の声を適切に反映した「読みやすい」「分かりやすい」ものに順次改善（平成22年度以降）

② 【意識 動 変革】苦情 情報 組織的な 有 れを踏ま た 修 充実等

＜国民サービスの改善に向けた今後の取組＞

公正
迅速・
丁寧② 【意識・行動の変革】苦情の情報の組織的な共有と、これを踏まえた研修の充実等による

サービス改善の効果的な見直しの仕組の構築（平成22年度検討）

③ 【納得性の向上】不支給決定の場合の情報開示の充実による納得性、透明性の向上と、

争点の明確化による審査請求の迅速化（平成22年度中に実施） 国民の納得性
向上が実現

丁寧

点 明確 審 請 （ 成 年度中 実施）

④ 【サービス改善効果の把握】平成２２年１０～１２月に、相談者、申請者、不支給決定者

等に対する満足度等調査を実施

の向上が実現



＜背景＞
精神障害等の増加に対応した労災補償の見直し

うつ等で療養を要する者の増加に対応し、労災補償面での対策の強化が必要。
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（※全体の平均処理期間は約1ヶ月（21年））

○ 医学的知見を踏まえ、心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針を改正（平成21年4月6日）
○ 判断指針の改正を踏まえた一般周知用パンフレットの作成配布

＜最近の対応＞

○ 判断指針の改正を踏まえた 般周知用 ンフレットの作成配布
【２５０，０００部（同年８月）】

○ 労働基準法施行規則別表第１の２第９号に「人の生命に関わる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を
与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」を例示列挙

○ 標準処理期間の設定【８か月（平成２２年５月）】

① 労災申請に対する審査の迅速化のため、労災認定の基準の在り方の検討（職場における心理的負荷評価
表 判断プロセスの簡素化等）を行う

○ 標準処理期間の設定【８か月（平成２２年５月）】

＜今後の取組＞

表、判断プロセスの簡素化等）を行う。
→ 現在は審査に約８か月要しているところ、６か月を目安に標準処理期間の短縮を行う。

② 精神障害等に対する労災保険制度上の対応の拡充（治療と職業生活の両立のための支援方策等）を検討



精神障害事案の業務フロー
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業務の集約化等によるコストの削減等

＜今後の取組＞

① 相談対応のためのコールセンターの開設に伴う相談業務の集約化（平成23年度～）

現在各署で対面・電話で行っている相談業務について、コールセンターを開設すること
により、電話による相談業務を集約化により、電話による相談業務を集約化

② 労災診療費審査業務の国への集約化（平成23年度～）

当初、国が実施していた労災診療費の審査業務は、業務量の増加に対応するべく、平当初、国が実施して た労災診療費の審査業務は、業務量の増加に対応する く、平
成元年度より一部外部委託化したところであるが、近年の行政コスト削減及び天下り解
消という社会的要請を踏まえ、当該業務を国に集約化することにより、管理部門の二重
性を解消し、コスト削減を図る。

③ 労災給付システムの見直し

・ 労災システムの見直しによる短期給付等の支払事務の本省集約化（平成23年度～）

・ 労災レセプトのオンライン（電子）化により、事前点検の効率化を図るとともに、的確
な審査を実施。 （平成25年度～）

④ 業務体制の強化④ 業務体制の強化

認定のための調査等に要する業務量の増大（新規受給者数は過去10年間同水準で推
移している中で、精神障害等、認定が特に困難な事案が急増）

→ 各種ノウハウ・スキルの伝承等による職員の資質向上、業務プロセスの改革で対
処しつつも、体制の強化が必要



労災診療費審査業務の国への集約化について

業務の集約化によるコスト削減を図るため、以下のとおり改める。

委託業務を国に集約化委託業務を国に集約化

労災指定
医療機関

診療費請求

診療費支払
国
（

指示

受
診

（
保
険
者
）

労災請求

委託契約

業務補助・労災認定

(財)労災保険
情報センター
（受託者）

労災事故
［労災被災者］ 保険給付

務

労災レセプト全数の
事前点検

労災認定
・レセプト審査

【集約化を促す技術要素】
レセプトオンライン化等に伴うレセプト

これにより、約５億円の減を実現。背 景
（平成元年当時）

近年における要請・療養（補償）給付の急増（行政需要の急増）
（Ｓ 年 ００ 億円 Ｓ６ 年 ３６３億円）

レセプトオンライン化等に伴うレセプト
関係業務の国への一体化
→ 委託に馴染まない業務の増加

・従来の方法でのコスト削減の限界
（Ｈ11’（ピーク時）：51.2億

→Ｈ22’：32.5億）
・診療費審査の精度及び練度
向上のため 業務の 部外

当時の
対応

コスト削減

天下り解消

（Ｓ５５年２，００２億円→Ｓ６１年２，３６３億円）
→ 不適正給付の見逃し多発（S62 査定額4億円）
→ 審査期間の長期化

（S60年頃支払保留額75億円（現在の約2倍）） 国への集約化
（管理部門の統合）
（ 人員の内部化 ）

7

行政職員の
増員困難

向上のため、 業務の一部外
部委託化

・委託先での行政ＯＢの活用
（平成19年度 委託先職員542人

（うちＯＢ141人））

天下り解消

・委託方式の維持と、天下りの解消は、
審査精度維持の観点から両立困難
（平成22年度 委託先職員527人

（うちＯＢ105人））

（ 人員の内部化 ）


